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今般、県が管理に関わった道路照明灯において、「撤去した際の契約廃止」や、「市町への道路移管の際の契
約変更」、「ナトリウム灯から LED灯へ取替えた際の容量変更」などの契約手続きが適切に行われていなかったこと
に起因する電気料金の過払い・未払いが判明したことを教訓に、基本的事項や、工事受注者や電力会社との契
約の手順、電気料金請求書の確認、道路照明灯台帳（統合台帳システム）の登録など、契約に関する事務
手続きのマニュアルを作成したものである。 
なお、本マニュアルは今後も実情に合わせて随時改訂を行っていくこととする。 
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１．基本的事項 
□道路照明灯には、以下の２つのタイプが存在する。
・単独柱タイプ（灯具を支える柱のついたもの）
・共架タイプ（灯具を電柱等に設置するもの）

□タイプの「違い」の最たるものは「引込線の長さ」である。引込線とは、灯具に電気を供給するために、電柱
（電源）から責任分界点まで引き込む線を言い、電力会社が施工する。
・単独柱タイプの引込線長さ：数ｍ程度
・共架タイプの引込線長さ ：１ｍ程度
※電源となる電柱（引き込み元）を引込柱と呼ぶ。

□香川県と四国電力(株)・中国電力(株)との財産（責任、管理）分界点は下図のようになり、引込線は電
力会社の財産となる。

青：香川県管理 赤：電力会社管理

単独柱タイプ 共架タイプ

単独柱タイプ 共架タイプ

引込線

単独柱タイプ 共架タイプ

引込線

財産
(管理)
分界点
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□電気契約の内容は、お客さま名、お客さま番号（ご契約番号）、所在地住所及び契約内容等で構成され
ている。
・四国電力（契約内容のお知らせ）

※「契約内容のお知らせ」が送付されるのは、下記の場合。（基本的には新規契約のみ）
・新規契約
・内容変更によりプランが変更となる場合（例：公衆街路灯B⇒公衆街路灯C）
・お客さま番号が変更になる場合（例：移設により字名等が変わる） など

・中国電力（電気料金請求書）

※「ご使用場所」の欄は、通常、使用場所が記載されるが、公衆街路灯A については、中国電力から年に
１回送付される「公衆街路灯地図」に示されている。

高１９３－２－０４６７ 様    ← 「５．お客さま名のつけ方」参照

ご契約内容

小０２６－６－１２３４ 様  ← 「５．お客さま名のつけ方」参照

※ご使用場所

契約に変更があった場合は、
「10/15 新規契約（容量変更、契約廃止）」と記載される
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□道路照明灯の契約は、使用する灯具の電気容量に応じ、以下のような契約がある。契約の単位は、引込
線単位となる。
・公衆街路灯Ａ：1kVA 未満の定額契約（メーター無） 【契約種別コード：11（四電）*】
・公衆街路灯Ｂ：1～6kVA 未満の使用量契約（メーター有） 【契約種別コード：14（四電）*】
・公衆街路灯Ｃ：6～50kVA 未満の使用量契約（メーター有） 【契約種別コード：15（四電）*】

＊契約種別は電気料金請求内訳書に記載

□道路照明灯の契約異動は、以下の 4種類が存在する。
・新規契約：道路照明灯を新設し引込線を接続する（電気を使用できるようにする）際に必要
・内容変更：電気料金（LED更新などの契約容量(W数)・2灯 1契約を 3灯 1契約に増設など）を

変える際に必要
・契約修正：市町への移管に伴い契約名義を変える際などに必要
・契約廃止：道路照明灯を撤去し引込線を切断する（電気を使用できなくする）際に必要

２．留意すべき事項
□道路照明灯を「新規契約」する際には、「内容変更」や「契約廃止」がないか確認して、必ずセットで手続きを
行うこと（３－１新規契約（四国電力）および４－１新規契約（中国電力）の手順を参照）。

□道路照明灯を移設する工事を実施する際には、本マニュアルの「新規契約」と「契約廃止」手続を、必ずセッ
トで行うこと。

契約廃止の例新規契約の例 内容変更の例 契約修正の例

道路照明灯を
新設し、引込
線を接続する

灯具を交換し、
使用する電気
容量が変わる

引込線を切断
し、道路照明
灯を撤去する

契約者名義が
変わる

県道→市道

※切断しない場合あり
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移設前に引込線を切断し、移設後に引込線を再接続

□２灯１契約を３灯１契約に増設する際や、ＬＥＤなど電気容量の変更を伴う灯具の付替えを行う際など、
契約内容に変更がある場合は、必ず電力会社に申し込みを行うこと（３－２内容変更（四国電力）およ
び４－２内容変更（中国電力）の手順を参照）。

□道路照明灯契約の廃止申込については、下記のとおり行うこと（３－３契約廃止（四国電力）および４
－３契約廃止（中国電力）の手順を参照）。
工事受注者は、「契約廃止」手続の際、必ず下記に示すWEB申込を行うこととし、電力より送付される受
付メールを印刷し、工事担当課（工事監督員）に工事打合簿にて提出すること。なお、手続きに必要な申込
URL やシステム申込マニュアルなどは、各電力会社のホームページを参照のこと。
【四国電力ホームページ：引越し(電気の使用開始・廃止)の手続き】
https://www.yonden.co.jp/customer/contract_change/moving/index.html

【中国電力ホームページ：新増設工事の申込み（全使撤を選択）】
https://www.energia.co.jp/kouji/index.html

□市町移管を行う場合は、電力会社に対し、契約修正により契約者名義等の変更を行う必要がある。
契約修正は、移管を受ける市町が電力会社に申請する必要があるため、契約修正が必要な道路照明灯につ
いて、市町と文書にて変更手続きを行っておくこと（３－４契約修正（市町への移管）（四国電力）および４
－４契約修正（市町への移管）（中国電力）の手順を参照）。

□道路損傷行為（事故等）に伴い道路照明灯の撤去や復旧を行う場合は、保険会社へ、本マニュアルに示す
手続きを行うよう指示し、完了時に電気契約手続き書類の提出を依頼すること。また、道路損傷行為担当者
は、本マニュアルに従い、手続き経過チェックリストに記載するとともに、契約内容の確認や請求書の確認も行う
こと。

□道路照明灯以外のトンネルやアンダーパスのポンプなどの契約手続きについても、本マニュアルに従って行うこと。
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３．具体的な手順（四国電力） 
 3-1 新規契約の手順 

総務課 管理課 工事担当課

総務事務集中課
(総務・旅費GR)

道路課
（総務・管理ＧＲ）

事務所
工事受注者

電力会社
（四国電力(株)）

①工事発注
①工事請負契約

の締結
特記仕様書

②電気契約手続き

の準備を指示

③現地調査、

申込内容の作成

打合簿
(位置図等)

③申込内容（案）

の提出
④申込内容（案）

の審査

⑥電気契約手続き

の指示、照明灯管

理番号の通知

打合簿

(申込内容（案）)

ＯＫ

⑦申込書の作成、

申請
⑧受理

⑨送電日の案内

打合簿

(申込内容)

電気使用

申込

⑩工事実施、管理

番号シール設置

⑪工事完了

送電日の報告

（メール）

⑫送電

施工証明書
の送付

⑮契約内容のお

知らせの逓送
・お知らせは
保管しない

⑬電気契約関係

書類提出
・電気使用申込書(控）
・送電日の報告

・お客さま番号

・お客さま名

・供給地点特定番号

・施工証明書

・写真

⑬電気契約関係

書類の受理

打合簿

(提出書類)

⑭道路照明灯台

帳（統合台帳シス

テム）の登録
・各種数値記入の他、写

真、電気使用申込書(控）

を登録すること

⑮契約内容のお知

らせの回覧・保管

⑯各月の請求書

の発行

⑮契約内容

の確認

登録内容との

整合性チェ ック 郵送

逓送
確認

⑯請求書の受

理・保管

⑯請求内容の確認
・お客さま番号

・お客さま名

・契約内訳

郵送（請求データはメール）

各月の請求データを

メール等で送付
⑯請求内容

の確認確認

⑯各月の請求書

の訂正（請求内容等が間違っている場合、支払方法について協議）

⑮契約内容

の訂正

（契約内容が間違っている場合）

お客さま番号・

供給地点特定番号のお知らせ

（施工証明書）

※

※

※

※

※「手続き経過チェックリスト」記載必要

「手続き経過チェックリスト」を用いて、

事務所内での情報共有、見える化を図ること

⑨工事受付・送電

日の受理

打合簿
(工事受付

・送電日)

低圧工事申込システム（Web申請）

受付メール
四国電力

四国電力送配電

四国電力送配電

※

⑯請求データ

の受理・転送

⑮契約内容の

お知らせ

⑯確認結果

報告

（請求内容等が間違っている場合、修正協議）

⑤施行伺い

（様式１）

⑤施行伺い

決裁後、保管
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道路照明灯毎に、事務所内の工事担当課と総務課とで情報を共有するため、電気料金契約手続きの見え
る化を図るため、「手続き経過チェックリスト」（別添）を作成し、活用すること。 

①工事等発注時における仕様書等への明示 
工事担当課は、道路改良や維持修繕等の工事で、道路照明灯を新設する場合、特記仕様書に次のような
文章を明示すること。 
「道路照明灯等の設置、撤去、移設工事を行う際に必要となる、電気の需給契約やその変更、廃止等の手
続きについては、工事受注者において確実に実施し、工事監督員に報告すること。」

②電気契約手続き準備の指示 
工事担当課（工事監督員）は、工事打合簿
に道路照明灯の所在地を記載し、位置図や図面
を添付のうえ、電気契約手続の準備として、現地
調査及び電気使用申込に必要となる電柱番号
等の調査を工事受注者に指示すること。 

③電気使用申込内容の提出 
工事受注者は、現地調査を踏まえて契約名義
やお客さま番号以外の電気使用申込に必要な事
項（住所・電柱番号等）について、工事打合簿
により工事担当課（工事監督員）へ提出するこ
と。 

④申込内容の審査 
工事担当課（工事監督員）は、電気使用申込に必要な事項の審査を行う。また、統合台帳システムに新設
照明灯を登録し、管理番号を定める。（５．お客さま名・管理番号のつけ方 参照） 

⑤電力契約に関する施行伺い 
工事担当課（工事監督員）は、様式１により電力契約に関する施行伺いの決裁処理を行う。決裁後は総
務課にて保管すること。 

⑥電気契約手続きの指示 
工事担当課（工事監督員）は、管理番号・お
客さま名を発番し、工事受注者に対し、工事打合
簿により、電気使用申込書の作成と契約手続き
の申請を指示するとともに、工事完了時における電
気使用申込書等の電気契約関係書類の提出を
指示すること。その際、支払契約番号（電力会社
の請求先）も記載すること。 

発議者 ■発注者 □受注者

■指示 □協議 □通知 □承諾 □提出 □報告 □届出

□その他 （ ）

工事名

（内容）

下記道路照明灯の電気契約手続きのため、現地調査及び電気使用申込に必要な事項の調査を
指示します。

・新設所在地　：　高松市番町４丁目１－１０

添付図　　　１　葉
その他添付図書　　○○○、○○○

発議事項

県道○○線　道路照明灯設置工事

工　事　打　合　簿
発議年月日 令和 年 月 日

発議者 □発注者 ■受注者

□指示 □協議 □通知 □承諾 ■提出 □報告 □届出

□その他 （ ）

工事名

（内容）

下記道路照明灯について、電気使用申込に必要な事項を提出します。

・新設所在地　：　高松市番町４丁目１－１０

引込電柱番号　：　○○○○
申込容量　：　○○W　×　○灯

日

発議事項

県道○○線　道路照明灯設置工事

工　事　打　合　簿
発議年月日 令和 年 月

発議者 ■発注者 □受注者

■指示 □協議 □通知 □承諾 □提出 □報告 □届出

□その他 （ ）

工事名

（内容）

下記照明灯の電気契約手続きの申請を指示します。

・新設所在地　：　高松市番町４丁目１－１０
・管理番号　：　２－０４６７
・お客さま名　：　高１７３－２－０４６７
・支払契約番号　：　711-280910000

工事完了時に、電気使用申込書（控）、お客さま番号・供給地点特定番号のお知らせ、施工証明書、
台帳登録情報、写真を提出すること。

日

発議事項

県道○○線　道路照明灯設置工事

発議年月日 令和 年 月

工　事　打　合　簿
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⑦⑧⑨電気使用申込の申請～送電日の案内
工事受注者は、低圧工事申込システムにより電力会社への電気契約申請を行うこと。また、電力会社から受
付メール（四国電力）及び送電日の報告メール（四国電力送配電）が送信されるため、当該メールの PDF
データを工事打合簿にて工事担当課（工事監督員）へ提出すること。

【電気使用申込書の例】

お客さま番号

西００８－５－０８０７

セイ００８－５－０８０７

メモ欄 

更新の場合、廃止情報が記載されることが多い。
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⑩⑪⑫工事実施・管理番号シール設置・工事完了・送電
工事受注者は、照明灯新設工事の実施、並びに発番された管理番号のシールの貼付、工事完了報告として、
低圧工事申込システムにて電力会社（四国電力送配電）へ施工証明書の提出を行うこと。

【施工証明書の例】

西００８－５－０８０７

西００８－５－０８０７

お客さま番号
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⑬電気契約関係書類の提出・保管 
工事受注者は、特記仕様書に基づく電気契約
関係書類(電気使用申込書（控）、送電日の報
告、お客さま番号・供給地点特定番号のお知ら
せ、施工証明書、台帳登録情報及び写真などの
資料）を工事担当課（工事監督員）に提出す
ること。 

⑭道路照明灯台帳（統合台帳システム）登録 
工事担当課（工事監督員）は、提出資料の内容に不備がないか確認のうえ、道路照明灯台帳（統合台
帳システム）に登録（電気使用申込書（控）も写真用フォルダに保存すること）すること。 

⑮「契約内容のお知らせ」の内容確認 
総務事務集中課 総務・旅費グループは、電力会社が契約ごとに発行する契約書（契約内容のお知らせ）を
受理し、逓送にて各土木事務所総務課へ送付する。 
各土木事務所総務課は、確認票（⑤で用いた施行伺いの下段）により契約書を工事担当課に確認した後、
契約書を保管すること。総務課から確認のあった工事担当課は、電力会社から送付された契約書の内容の確
認を行い、「手続き経過チェックリスト」を完成させること（請求書の確認を除く）。確認の結果、問題がある場
合は、電力会社と修正協議すること。 

⑯請求書発行と内容確認 
総務事務集中課 総務・旅費グループ（以下「総務事務集中課」）は、毎月 10 日頃、電力会社が発行す
る請求書（請求内訳書）を受理し、その請求データ（CSV）をメールにて道路課 総務・管理グループ（以下
「道路課」）へ送付し、道路課は各土木事務所総務課へ転送する。 
また、総務事務集中課は、毎月の請求データに含まれない、新規・廃止の請求書が届いた場合は、その都度、
請求書（請求内訳書）の写し（PDF）をメールにて道路課へ送付し、道路課は各土木事務所総務課へ転送
する。 
各土木事務所総務課は、「手続き経過チェックリスト」を確認し、契約書の変更内容が適切に請求されてい
るかの確認を行うこと。また、工事担当課にも確認するとともに、不明な点については、相互に確認を行うこと。 
各土木事務所総務課は、すみやかに確認結果を道路課へ報告すること。道路課は総務事務集中課からの請
求データ受信後 1 週間以内（４月請求（３月使用分）は３日以内）に、各土木事務所の確認結果を取り
まとめ、総務事務集中課に回答する。総務事務集中課は道路課の回答を待って支払い事務を行う。 
ただし、請求書に誤りがあった場合は、各土木事務所総務課は、すみやかに電力会社と修正協議を行い、そ

の結果を道路課を通じて総務事務集中課へ報告すること。総務事務集中課は、支払方法等を電力会社と協
議のうえ、支払い事務を行う。 

発議者 □発注者 ■受注者

□指示 □協議 □通知 □承諾 ■提出 □報告 □届出

□その他 （ ）

工事名

（内容）

下記道路照明灯の新設工事が完了したため、電気契約関係書類を提出します。

・新設所在地　：　高松市番町４丁目１－１０
・管理番号　：　２－０４６７
・お客さま番号　：　○○○－○○○○－○○－○○○○－○
・お客さま名　：　高１７３－２－０４６７
・支払契約番号　：　711-280910000

添付図　　　　　葉
その他添付図書　　電気使用申込書（控）、送電日の報告、お客さま番号・供給特定地点番号の

お知らせ、施工証明書、台帳登録情報、写真

日

発議事項

県道○○線　道路照明灯設置工事

発議年月日 令和 年 月

工　事　打　合　簿
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 3-2 内容変更の手順 
総務課 管理課 工事担当課

総務事務集中課
(総務・旅費GR)

道路課
（総務・管理ＧＲ）

事務所
工事受注者

電力会社
（四国電力(株)）

①工事発注
①工事請負契約

の締結
特記仕様書

②電気契約手続き

の準備を指示

③現地調査、

申込内容の作成

打合簿

(位置図等)

③申込内容（案）

の提出

④申込内容（案）

の審査

⑥電気契約手続き

の指示

打合簿

(申込内容（案）)

ＯＫ

⑦申込書の作成、

申請
⑧受理

打合簿

(申込内容)

電気使用

申込

⑨工事実施

⑩工事完了 ⑪工事確認

施工証明書

の送付

⑬電気契約関係

書類提出
・電気使用申込書(控）

・施工証明書

・写真

⑬電気契約関係

書類の受理

打合簿

(提出書類)

⑭道路照明灯台

帳（統合台帳シス

テム）の登録
・各種数値記入の他、写
真、電気使用申込書(控）

を登録すること

※

※

※「手続き経過チェックリスト」記載必要

「手続き経過チェックリスト」を用いて、

事務所内での情報共有、見える化を図ること

受付メール

工事確認

（施工証明書）

低圧工事申込システム（Web申請）

打合簿

(工事受付)⑧工事受付の受

理

四国電力送配電

四国電力

※

⑮契約内容のお

知らせの逓送
・お知らせは
保管しない ⑮契約内容のお知

らせの回覧・保管

⑯各月の請求書

の発行

⑮契約内容

の確認

登録内容との

整合性チェ ック 郵送

逓送
確認

⑯請求書の受

理・保管

⑯請求内容の確認
・お客さま番号

・お客さま名

・契約内訳

郵送（請求データはメール）

各月の請求データを

メール等で送付
⑯請求内容

の確認確認

⑯各月の請求書

の訂正（請求内容等が間違っている場合、支払方法について協議）

⑮契約内容

の訂正

（契約内容が間違っている場合）
※

※

⑯請求データ

の受理・転送

⑮契約内容の

お知らせ

⑯確認結果

報告

（請求内容等が間違っている場合、修正協議）

⑤施行伺い

（様式１）

⑤施行伺い

決裁後、保管

《内容変更》 
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道路照明灯毎に、事務所内の工事担当課と総務課とで情報を共有するため、電気料金契約手続きの見え
る化を図るため、「手続き経過チェックリスト」（別添）を作成し、活用すること。 

①工事等発注時における仕様書等への明示 
道路照明灯更新等の工事で、２灯１契約を３灯１契約に増設する場合や、ＬＥＤなど電気容量の変更を
伴う灯具の付替えを行う場合、工事担当課は、特記仕様書に次のような文章を明示すること。 
「道路照明灯等の設置、撤去、移設工事を行う際に必要となる、電気の需給契約やその変更、廃止等の手
続きについては、工事受注者において確実に実施し、工事監督員に報告すること。」

②電気契約手続準備の指示 
３－１ 新規契約の手順 ②と同じ 

③電気使用申込内容の提出 
３－１ 新規契約の手順 ③と同じ 

④申込内容の審査 
３－１ 新規契約の手順 ④と同じ 

⑤電力契約に関する施行伺い 
３－１ 新規契約の手順 ⑤と同じ 

⑥電気契約変更手続の指示 
工事担当課（工事監督員）は、工事受注者
に対し、工事打合簿により、電気使用申込書の作
成と契約変更申請の手続きを指示するとともに、
工事完了時における電気使用申込書等の電気契
約関係書類の提出を指示すること。 

⑦⑧電気使用申込の申請～受理
工事受注者は、低圧工事申込システムにより電力会社への電気契約申請を行うこと。また、電力会社から受
付メールが送信されるため、当該メールの PDF データを工事打合簿にて工事担当課（工事監督員）へ提出
すること。 

⑨⑩⑪工事実施・工事完了・工事確認 
工事受注者は、照明灯修繕工事等の実施、並びに工事完了報告として電力会社への施工証明書の提出を

行い、電力会社の工事確認を受けること。 

発議者 ■発注者 □受注者

■指示 □協議 □通知 □承諾 □提出 □報告 □届出

□その他 （ ）

工事名

（内容）

下記道路照明灯の電気契約変更申請の手続きを指示します。

・管理番号　：　２－０４６７　（高松市番町４丁目１－１０）
・お客さま名　：　高１７３－２－０４６７
・変更内容　：　LED灯容量変更　100W　→　60W

工事完了時に、電気使用申込書（控）、お客さま番号・供給地点特定番号のお知らせ、施工証明書
台帳登録情報、写真を提出すること

日

発議事項

県道○○線　道路照明灯設置工事

発議年月日 令和 年 月

工　事　打　合　簿
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⑬電気契約関係書類の提出・保管 
工事受注者は、特記仕様書に基づく電気契約
関係書類(電気使用申込書（控）、施工証明
書、台帳登録情報及び写真などの資料）を工事
担当課（工事監督員）に提出すること。 

⑭道路照明灯台帳（統合台帳システム）登録 
３－１ 新規契約の手順 ⑭と同じ 

⑮「契約内容のお知らせ」の内容確認 
３－１ 新規契約の手順 ⑮と同じ 

⑯請求書発行と内容確認 
３－１ 新規契約の手順 ⑯と同じ 

発議者 □発注者 ■受注者

□指示 □協議 □通知 □承諾 ■提出 □報告 □届出

□その他 （ ）

工事名

（内容）

下記道路照明灯の内容変更の契約が完了したため、電気契約関係書類を提出します。

・管理番号　：　２－０４６７　（高松市番町４丁目１－１０）
・お客さま番号　：　○○○－○○○○－○○－○○○○－○
・お客さま名　：　高１７３－２－０４６７
・支払契約番号　：　711-280910000

添付図　　　　　葉
その他添付図書　　電気使用申込書（控）、送電日の報告、お客さま番号・供給特定地点番号の

お知らせ、施工証明書、台帳登録情報、写真

日

発議事項

県道○○線　道路照明灯設置工事

発議年月日 令和 年 月

工　事　打　合　簿
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 3-3 契約廃止の手順 
総務課 管理課 工事担当課

総務事務集中課
(総務・旅費GR)

道路課
（総務・管理ＧＲ）

事務所
工事受注者

電力会社
（四国電力(株)）

①工事発注
①工事請負契約

の締結
特記仕様書

②電気契約手続き

の準備を指示

③現地調査、

廃止内容の作成

打合簿
(位置図等)

③廃止内容（案）

の提出

④廃止内容（案）

の審査

⑥電気契約廃止手

続きの指示

打合簿
(廃止内容（案）)

ＯＫ

⑦契約廃止の

Web申込
⑧受理

⑩切断工事

打合簿

(廃止内容)

Web廃止申込

⑪照明灯撤去工

事の実施

⑫工事完了

⑬廃止関係書類

提出
・撤去した照明灯管理番
号、お客さま番号、お客

さま名

・WEB廃止申込完了メー

ル、受付番号

・照明灯撤去完了までの

手続き経過

・写真

⑬廃止関係書類

の受理

打合せ簿
(提出書類)

⑭道路照明灯台

帳（統合台帳シス

テム）の登録
・台帳削除は行わず、電

気契約が廃止されたこと

を登録

※

※「手続き経過チェックリスト」記載必要

「手続き経過チェックリスト」を用いて、

事務所内での情報共有、見える化を図ること

申込完了メール

⑨廃止手続きの経過、

受付番号を報告
⑨廃止手続きの経過、

受付番号を受理

打合簿
(経過、受付番号

申込完了メール)
※

※

登録内容との

整合性チェ ック

四国電力

四国電力送配電

※

切断予定日報告依頼

四国電力送配電

切断予定日報告

⑯各月の請求書

の発行

⑯請求書の受

理・保管

⑯請求内容の確認
・請求されていないこと

を確認

郵送（請求データはメール）

各月の請求データを

メール等で送付
⑯請求内容

の確認確認

⑯各月の請求書

の訂正（請求内容等が間違っている場合、支払方法について協議）

※
⑯請求データ

の受理・転送

⑯確認結果

報告

（請求内容等が間違っている場合、修正協議）

⑤施行伺い

（様式１）

⑤施行伺い

決裁後、保管

《契約廃止》 
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道路照明灯毎に、事務所内の工事担当課と総務課とで情報を共有するため、電気料金契約手続きの見え
る化を図るため、「手続き経過チェックリスト」（別添）を作成し、活用すること。 

①工事等発注時における仕様書等への明示 
道路照明灯廃止等の工事で、照明灯撤去（一時的な撤去含む）を行う場合、工事担当課は、特記仕様
書に次のような文章を明示すること。 
「道路照明灯等の設置、撤去、移設工事を行う際に必要となる、電気の需給契約やその変更、廃止等の手
続きについては、工事受注者において確実に実施し、工事監督員に報告すること。」

②電気契約手続準備の指示 
工事担当課は（工事監督員）、工事打合簿に所
在地を記載し、位置図、図面及び道路照明灯台帳を
添付のうえ、電気契約廃止手続の準備として、現地
調査及び電気契約廃止に必要な事項（照明灯管
理番号や電柱番号など）の調査を工事受注者へ指
示すること。 

③現地調査結果の報告 
工事受注者は、現地調査結果を踏まえて電気契
約廃止に必要な事項を工事打合簿により工事担当
課（工事監督員）へ提出すること。 

④申込内容の審査 
工事担当課（工事監督員）は、電気契約廃止に必要な事項の審査を行う。 

⑤電力契約に関する施行伺い 
３－１ 新規契約の手順 ⑤と同じ 

⑥電気契約手続の指示 
工事担当課（工事監督員）は、工事受注者
に対し、工事打合簿により、電気契約廃止申請等
の手続を指示するとともに、工事完了時における電
気契約関係書類の提出と廃止手続経過の記録
を指示すること。 

発議者 ■発注者 □受注者

■指示 □協議 □通知 □承諾 □提出 □報告 □届出

□その他 （ ）

工事名

（内容）

下記道路照明灯の電気契約廃止手続きのための、現地調査及び電気契約廃止に必要な事項の
調査を指示します。

・撤去所在地　：　高松市多肥上町1251-1

添付図　　　　　葉
その他添付図書　：　道路照明灯台帳

日

発議事項

県道○○線　道路照明灯撤去工事

発議年月日 令和 年 月

工　事　打　合　簿

発議者 □発注者 ■受注者

□指示 □協議 □通知 □承諾 ■提出 □報告 □届出

□その他 （ ）

工事名

（内容）

下記道路照明灯について、電気契約廃止に必要な事項を提出します。

・撤去所在地　：　高松市多肥上町1251-1

管理番号　：　２－０１２３
引込電柱番号　：　○○○○

日

発議事項

県道○○線　道路照明灯撤去工事

発議年月日 令和 年 月

工　事　打　合　簿

発議者 ■発注者 □受注者

■指示 □協議 □通知 □承諾 □提出 □報告 □届出

□その他 （ ）

工事名

（内容）

下記道路照明灯の撤去工事及び電気契約の廃止手続きを指示します。

・管理番号　：　２－０１２３（所在地：高松市多肥上町1251-1）
・お客さま番号　：　○○○－○○○○－○○－○○○○－○
・お客さま名　：　高１４７－２－０１２３
・支払契約番号　：　711-280910000

工事完了時に、手続き時の申込番号等を記した打合せ記録簿を提出すること。また、工事日報に
撤去した照明灯のお客さま番号、照明灯番号、申込番号を記録すること。

日

発議事項

県道○○線　道路照明灯撤去工事

発議年月日 令和 年 月

工　事　打　合　簿
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⑦⑧⑨電気契約廃止申込～受付番号受理
工事受注者は、四国電力の HP より WEB 廃
止申込を行い、受付番号、手続き経過を打合せ
記録簿に記録し、自動配信される申込み完了メ
ールの PDF データを添付のうえ、工事担当課
（工事監督員）へ提出すること。 
なお、引込線切断日のお知らせ機能がないた
め、四国電力送配電の問い合わせ先へ連絡し、
切断予定日を報告するよう依頼すること。その際、受付番号およびお客さま番号が必要となる。 

⑩⑪⑫引込線切断・照明灯撤去工事の実施・工事完了
工事受注者は、切断予定日以降に電力会社の切断工事を確認した後、照明灯撤去工事を実施すること。 

⑬電気契約関係書類の提出・保管 
工事受注者は、電気契約廃止関係書類（撤
去道路照明灯管理番号、お客さま番号、お客さ
ま名、照明灯撤去までの手続き経過、写真）を
工事担当課（工事監督員）へ提出すること。 

⑭道路照明灯台帳（統合台帳システム）登録 
工事担当課（工事監督員）は道路照明灯台帳（統合台帳システム）で、管理外のうち、「廃止（撤
去）」・「廃止（更新）」を選択し登録すること（台帳削除を行わないこと）。また、廃止申込み完了メールの
PDFデータを登録（写真用フォルダに保存）すること。 

⑯請求書発行と内容確認 
３－１ 新規契約の手順⑯と同じ 

※【要注意】電気契約廃止の場合は、四国電力(株)から「契約内容のお知らせ」は送付されません。 

発議者 □発注者 ■受注者

□指示 □協議 □通知 □承諾 ■提出 □報告 □届出

□その他 （ ）

工事名

（内容）

・道路照明灯廃止の手続き経過および予定

○月○日（○）○○:○○ Web廃止申込【受付番号：○○○○○】
○月○日（○） 電気使用廃止予定
○月○日（○） 給電線切断工事実施予定
○月○日（○） 道路照明灯撤去予定

その他添付図書　申込完了メール

工　事　打　合　簿
日

発議事項

県道○○線　道路照明灯撤去工事

発議年月日 令和 年 月

発議者 □発注者 ■受注者

□指示 □協議 □通知 □承諾 ■提出 □報告 □届出

□その他 （ ）

工事名

（内容）

下記道路照明灯の撤去工事及び電気契約が完了したため、関係書類を提出します。

・管理番号　：　２－０１２３（所在地：高松市多肥上町1251-1）
・お客さま番号　：　○○○－○○○○－○○－○○○○－○
・お客さま名　：　高１４７－２－０１２３
・支払契約番号　：　711-280910000
・道路照明灯廃止の手続き経過
○月○日（○）○○:○○ Web廃止申込【受付番号：○○○○○】
○月○日（○） 電気使用廃止
○月○日（○） 給電線切断工事実施
○月○日（○） 道路照明灯撤去完了

その他添付図書　　写真

日

発議事項

県道○○線　道路照明灯撤去工事

発議年月日 令和 年 月

工　事　打　合　簿
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3-４ 契約修正（市町への移管）の手順 

総務課 管理課 道路維持担当課

総務事務集中課
(総務・旅費GR)

道路課
（総務・管理ＧＲ）

事務所
市町

電力会社
（四国電力(株)）

①変更手続きの

依頼

②変更手続きの

依頼の受理

県の管理番号及び

お客さま番号の送付

③契約修正

⑥道路照明灯台

帳（統合台帳シス

テム）の登録
・管理外のうち、所管替

えを選択（台帳から削除

しない）

※「手続き経過チェックリスト」記載必要

「手続き経過チェックリスト」を用いて、

事務所内での情報共有、見える化を図ること

県道から市町道への移管手続き

契約修正

の依頼

市町への移管決定日に

間に合うよう申請すること

①変更手続きの依頼文書

②変更手続きの完了報告文書

は、引継図書と一緒に保管

④変更手続きの

完了報告

⑤変更手続きの

完了報告の受理

※

合議

合議

市町の管理番号、お客さま番号

及び電気料金支払い開始日

の報告

登録内容との

整合性チェック

四国電力

※

⑯各月の請求書

の発行

⑯請求書の受

理・保管

⑯請求内容の確認
・請求されていないこと

を確認

郵送（請求データはメール）

各月の請求データを

メール等で送付 ⑯請求内容

の確認確認

⑯各月の請求書

の訂正（請求内容等が間違っている場合、支払方法について協議）

※
⑯請求データ

の受理・転送

⑯確認結果

報告

（請求内容等が間違っている場合、修正協議）
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道路照明灯毎に、事務所内の工事担当課と総務課とで情報を共有するため、電気料金契約手続きの見え
る化を図るため、「手続き経過チェックリスト」（別添）を作成し、活用すること。 

①電気料金請求先の変更手続き（依頼） 
道路維持担当課は、様式２に基づき、市町移管される道路照明灯の電気料金請求先の変更手続きを関係
市町に対して行う。 
変更手続きは、市町への移管決定日に間に合うように事前に申請すること。 
依頼文は、総務課及び管理課に合議（情報共有）し、最終的に管理課が保管する引継図書と一緒に保管
すること。 

②③電気料金請求先の変更手続きの受理・契約修正 
①を受理した市町は、電力会社に契約修正（契約者の変更等）を行い、市町への移管決定日に間に合うよ
う手続きを行う。

④⑤電気料金請求先の変更手続きの完了報告・受理
市町からの完了報告を受理した道路維持担当課は、移管内容や電気料金支払いの変更日等が適当である
か確認したうえで、総務課及び管理課に合議（情報共有）し、最終的に管理課が保管する引継図書と一緒に
市町からの完了報告を保管すること。 

⑥道路照明灯台帳（統合台帳システム）登録
工事担当課は、道路照明灯台帳（統合台帳システム）で、施設管理区分について、「所管替え」を選択す
るとともに、移管情報を登録すること（台帳削除を行わないこと）。

⑯請求書発行と内容確認 
３－１ 契約廃止の手順 ⑯と同じ 

※【要注意】契約修正（市町への移管）の場合、検針日以外での変更では、廃止・新設で処理されるため、
電力会社から「契約内容のお知らせ」が送付されますが、検針日での変更では名義変更で処理するため、「契
約内容のお知らせ」は送付されません。 
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４．具体的な手順（中国電力）
 4-1 新規契約の手順 

総務課 管理課 工事担当課

総務事務集中課
(総務・旅費GR)

道路課
（総務・管理ＧＲ）

事務所
工事受注者

電力会社
（中国電力(株)）

①工事発注
①工事請負契約

の締結
特記仕様書

②電気契約手続き

の準備を指示

③現地調査、

申込内容の作成

打合簿

(位置図等)

③申込内容（案）

の提出

④申込内容（案）

の審査

⑥電気契約手続き

の指示、照明灯管

理番号の通知

打合簿

(申込内容（案）)

ＯＫ

⑦申込書の作成、

申請
⑧受理

⑨審査完了・交付

の案内

打合簿

(申込内容)

電気使用

申込

⑩工事実施、管理

番号シール設置

⑪工事完了

交付の案内（工事許可）
（システムからメール自動配信）

⑫送電・竣工検査
資料送付

⑬電気契約関係

書類提出
・新増設工事申込(控）

・送電日の報告

・契約番号
・お客さま名

・供給地点特定番号

・施工証明書

・写真

⑬電気契約関係

書類の受理

打合簿

(提出書類)

⑭道路照明灯台

帳（統合台帳シス

テム）の登録
・各種数値記入の他、写

真、新増設工事申込(控）

を登録すること

登録内容との

整合性チェ ック

※

※

※「手続き経過チェックリスト」記載必要

「手続き経過チェックリスト」を用いて、

事務所内での情報共有、見える化を図ること

⑨送電日の受理

打合簿

(送電日)

中国電力岡山統括ｾｰﾙｽｾﾝﾀー

中国電力ネットワーク

新増設工事システム（Web申請）

新増設工事システム（竣工Web報告）

新増設工事システムの照会より
申込書（控）を出力（竣工予定日等記

載あり）

新増設システムの工程照会の画面コ
ピーを出力（ご契約番号等記載あり）

竣工確認

中国電力ネットワーク

中国電力 岡山統括ｾ ﾙーｽｾﾝﾀｰ

新増設工事システムにて確認

中国電気保安協会
が申請通り引込等

の工事が完了してい

るか検査

※

受付完了
メール

⑯各月の請求書

の発行

⑯請求書の受

理・保管

⑯請求内容の確認
・契約番号

・お客さま名

・契約内訳

郵送

各月の請求書(PDF)を

簡易共有フォルダに保存
⑯請求内容

の確認確認

⑯各月の請求書

の訂正

※
⑯請求書の

受理・転送

請求書に、

「○/○新規契約」と記載あり

（請求内容等が間違っている場合、支払方法について協議）

（請求内容等が間違っている場合、修正協議）⑯確認結果

報告

⑤施行伺い

（様式１）

⑤施行伺い

決裁後、保管



20 

道路照明灯毎に、事務所内の工事担当課と総務課とで情報を共有するため、電気料金契約手続きの見え
る化を図るため、「手続き経過チェックリスト」（別添）を作成し、活用すること。 

①工事等発注時における仕様書等への明示 
工事担当課は、道路改良や維持修繕等の工事で、道路照明灯を新設する場合、特記仕様書に次のような
文章を明示すること。 
「道路照明灯等の設置、撤去、移設工事を行う際に必要となる、電気の需給契約やその変更、廃止等の手
続きについては、工事受注者において確実に実施し、工事監督員に報告すること。」

②電気契約手続き準備の指示 
工事担当課（工事監督員）は、工事打合簿
に道路照明灯の所在地を記載し、位置図や図面
を添付のうえ、電気契約手続の準備として、現地
調査及び電気使用申込に必要となる電柱番号
等の調査を工事受注者に指示すること。 

③電気使用申込内容の提出 
工事受注者は、現地調査を踏まえて契約名義
やお客さま番号以外の電気使用申込に必要な事
項（住所・電柱番号等）について、工事打合簿
により工事担当課（工事監督員）へ提出するこ
と。 

④申込内容の審査 
工事担当課（工事監督員）は、電気使用申込に必要な事項の審査を行う。また、統合台帳システムに新設
照明灯を登録し、管理番号を定める。（５．お客さま名・管理番号のつけ方 参照） 

⑤電力契約に関する施行伺い 
工事担当課（工事監督員）は、様式１により電力契約に関する施行伺いの決裁処理を行う。決裁後は総
務課にて保管すること。 

⑥電気契約手続きの指示 
工事担当課（工事監督員）は、管理番号・

お客さま名を発番し、工事受注者に対し、工事打
合簿により、電気使用申込書の作成と契約手続
きの申請を指示するとともに、工事完了時における
電気使用申込書等の電気契約関係書類の提出
を指示すること。その際、代表ご契約番号（電力
会社の請求先）も記載すること。 

発議者 ■発注者 □受注者

■指示 □協議 □通知 □承諾 □提出 □報告 □届出

□その他 （ ）

工事名

（内容）

下記道路照明灯の電気契約廃止手続きのための、現地調査及び電気契約廃止に必要な事項の
調査を指示します。

・撤去所在地　：　小豆郡土庄町渕崎甲2079-5

添付図　　　１　葉
その他添付図書　：　道路照明灯台帳

月 日

工　事　打　合　簿
発議年月日 令和 年

発議事項

県道○○線　道路照明灯撤去工事

発議者 □発注者 ■受注者

□指示 □協議 □通知 □承諾 ■提出 □報告 □届出

□その他 （ ）

工事名

（内容）

下記道路照明灯について、電気使用申込に必要な事項を提出します。

・新設所在地　：　小豆郡土庄町渕崎甲2079-5

引込電柱番号　：　○○○○
申込容量　：　○○W　×　○灯

日

発議事項

県道○○線　道路照明灯設置工事

工　事　打　合　簿
発議年月日 令和 年 月

発議者 ■発注者 □受注者

■指示 □協議 □通知 □承諾 □提出 □報告 □届出

□その他 （ ）

工事名

（内容）

下記照明灯の電気契約手続きの申請を指示します。

・新設所在地　：　小豆郡土庄町渕崎甲2079-5
・管理番号　：　６－１２３４
・お客さま名　：　小０２６－６－１２３４
・代表ご契約番号　：　4140-45181636-1

工事完了時に、新増設工事申込（控）、システムの「工程照会」の画面コピー、台帳登録情報、
写真を提出すること。

日

発議事項

県道○○線　道路照明灯設置工事

発議年月日 令和 年 月

工　事　打　合　簿
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⑦⑧⑨電気使用申込の申請～送電日の案内 
工事受注者は、新増設工事システムにより電力会社（中国電力）への電気契約申請を行うこと。また、電力
会社から交付の案内メールが送信されるため、当該メールの PDF データを工事打合簿にて工事担当課（工事
監督員）へ提出すること。 

【新増設工事申込（控）の例】 
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⑩⑪⑫工事実施・管理番号シール設置・工事完了・送電
工事受注者は、照明灯新設工事の実施、並びに発番された管理番号のシールの貼付、工事完了報告として
新増設工事システムで電力会社（中国電力ネットワーク）に竣工報告を行うこと。

⑬電気契約関係書類の提出・保管
工事受注者は、特記仕様書に基づく電気契約関係書類(新増設工事申込（控）、送電日の報告、システ
ムの「工程照会」の画面コピー（ご契約番号等記載）、台帳登録情報及び写真などの資料）を工事担当課
（工事監督員）に提出すること。

⑭道路照明灯台帳（統合台帳システム）登録
工事担当課（工事監督員）は、提出資料の内容に不備がないか確認のうえ、道路照明灯台帳（統合台
帳システム）に登録（新増設工事申込（控）も写真用フォルダに保存すること）すること。

⑯請求書発行と内容確認
総務事務集中課 総務・旅費グループ（以下「総務事務集中課」）は、毎月（※注 請求書が届く日は下
記のとおり 3回に分かれている）、電力会社が毎月発行する請求書（請求内訳書）を受理し、その PDFデータ
を簡易共有フォルダ等を利用して道路課 総務・管理グループ(以下「道路課」)へ送付し、道路課は各土木事務
所総務課へ転送する。
※注 検針日の違いから、請求書が届く日が異なっている。

①高松土木事務所（1契約）：毎月 20日頃
②小豆総合事務所（1契約）：毎月 20日頃
③小豆総合事務所（約540 契約）：毎月５日頃
④高松土木事務所（約50契約）：毎月15日頃

また、総務事務集中課は、毎月の請求書に含まれない、新規・廃止の請求書が届いた場合は、その都度、請
求書（請求内訳書）の写し（PDF）を簡易共有フォルダ等を利用して道路課へ送付し、道路課は各土木事
務所総務課へ転送する。

発議者 □発注者 ■受注者

□指示 □協議 □通知 □承諾 ■提出 □報告 □届出

□その他 （ ）

工事名

（内容）

下記道路照明灯の新設工事が完了したため、電気契約関係書類を提出します。

・新設所在地　：　小豆郡土庄町渕崎甲2079-5
・管理番号　：　６－１２３４
・ご契約番号　：　○○○○－○○○○○○○○－○
・お客さま名　：　小０２６－６－１２３４
・代表ご契約番号　：　4140-45181636-1

添付図　　　　　葉
その他添付図書　　新増設工事申込（控）、台帳登録情報、写真

日

発議事項

県道○○線　道路照明灯設置工事

発議年月日 令和 年 月

工　事　打　合　簿
工程照会画面
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各土木事務所総務課は、「手続き経過チェックリスト」を確認し、契約書の変更内容が適切に請求されてい
るかの確認を行うこと。また、工事担当課にも確認するとともに、不明な点については相互に確認を行うこと。 
各土木事務所総務課は、すみやかに確認結果を道路課へ報告すること。道路課は総務事務集中課からの
PDFデータ受信後1週間以内（４月請求（３月使用分）は３日以内）に、各土木事務所の確認結果を取
りまとめ、総務事務集中課に回答する。総務事務集中課は道路課の回答を待って支払い事務を行う。 
ただし、請求書に誤りがあった場合は、各土木事務所総務課は、すみやかに電力会社と修正協議を行い、そ
の結果を道路課を通じて総務事務集中課へ報告すること。総務事務集中課は、支払方法等を電力会社と協
議のうえ、支払い事務を行う。 

※【要注意】中国電力(株)の場合、「契約内容のお知らせ」は送付されません。 
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 4-2 内容変更の手順 

総務課 管理課 工事担当課

総務事務集中課
(総務・旅費GR)

道路課
（総務・管理ＧＲ）

事務所
工事受注者

電力会社
（中国電力(株)）

①工事発注
①工事請負契約

の締結
特記仕様書

②電気契約手続き

の準備を指示

③現地調査、

申込内容の作成

打合簿

(位置図等)

③申込内容（案）

の提出

④申込内容（案）

の審査

⑥電気契約手続き

の指示、照明灯管

理番号の通知

打合簿

(申込内容（案）)

ＯＫ

⑦申込書の作成、

申請
⑧受理

⑨審査完了・交付

の案内

打合簿

(申込内容)

電気使用
申込

⑩工事実施

⑪工事完了

交付の案内（工事許可）
（システムからメール自動配信）

⑫竣工検査資料送付

⑬電気契約関係

書類提出
・新増設工事申込(控）
・契約番号

・お客さま名

・供給地点特定番号

・施工証明書

・写真

⑬電気契約関係

書類の受理

打合せ簿
(提出書類)

⑭道路照明灯台

帳（統合台帳シス

テム）の登録
・各種数値記入の他、写
真、新増設工事申込(控）

を登録すること

登録内容との

整合性チェ ック

※

※

※「手続き経過チェックリスト」記載必要

「手続き経過チェックリスト」を用いて、

事務所内での情報共有、見える化を図ること

中国電力岡山統括ｾｰﾙｽｾﾝﾀー

中国電力ネットワーク

新増設工事システム（Web申請）

新増設工事システム（竣工Web報告）

竣工確認

中国電力ネットワーク

中国電力 岡山統括ｾ ﾙーｽｾﾝﾀｰ

新増設工事システムにて確認

中国電気保安協会
が申請通り引込等

の工事が完了してい

るか検査

※

受付完了
メール

新増設工事システムの照会より
申込書（控）を出力（竣工予定日等記

載あり）

新増設システムの工程照会の画面コ
ピーを出力（ご契約番号等記載あり）

請求書に、

「○/○容量変更」と記載あり

⑯各月の請求書

の発行

⑯請求書の受

理・保管

⑯請求内容の確認
・契約番号

・お客さま名

・契約内訳

郵送

各月の請求書(PDF)を

簡易共有フォルダに保存
⑯請求内容

の確認確認

⑯各月の請求書

の訂正

※
⑯請求書の

受理・転送

（請求内容等が間違っている場合、支払方法について協議）

（請求内容等が間違っている場合、修正協議）⑯確認結果

報告

⑤施行伺い

（様式１）

⑤施行伺い

決裁後、保管
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道路照明灯毎に、事務所内の工事担当課と総務課とで情報を共有するため、電気料金契約手続きの見え
る化を図るため、「手続き経過チェックリスト」（別添）を作成し、活用すること。 

①工事等発注時における仕様書等への明示 
道路照明灯更新等の工事で、２灯１契約を３灯１契約に増設する場合や、ＬＥＤなど電気容量の変更を
伴う灯具の付替えを行う場合、工事担当課は、特記仕様書に次のような文章を明示すること。 
「道路照明灯等の設置、撤去、移設工事を行う際に必要となる、電気の需給契約やその変更、廃止等の手
続きについては、工事受注者において確実に実施し、工事監督員に報告すること。」

②電気契約手続準備の指示 
４－１ 新規契約の手順 ②と同じ 

③電気使用申込内容の提出 
４－１ 新規契約の手順 ③と同じ 

④申込内容の審査 
４－１ 新規契約の手順 ④と同じ 

⑤電力契約に関する施行伺い 
４－１ 新規契約の手順 ⑤と同じ 

⑥電気契約変更手続の指示 
３－２ 内容変更の手順 ⑥と同じ 

⑦⑧⑨電気使用申込の申請～交付の案内 
工事受注者は、新増設工事システムにより電力会社（中国電力）への電気契約申請を行うこと。また、電力
会社から交付の案内メールが送信される。 

⑩⑪⑫工事実施・工事完了・竣工報告 
工事受注者は、照明灯修繕工事等を実施し、工事完了報告として新増設工事システムで電力会社（中国
電力ネットワーク）に竣工報告を行うこと。 

⑬電気契約関係書類の提出・保管 
４－１新規契約の手順 ⑬と同じ 

⑭道路照明灯台帳（統合台帳システム）登録 
４－１新規契約の手順 ⑭と同じ 

⑯請求書発行と内容確認 
４－１新規契約の手順 ⑯と同じ 
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※【要注意】中国電力(株)の場合、「契約内容のお知らせ」は送付されません。 
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 4-3 契約廃止の手順 
総務課 管理課 工事担当課

※　全使撤：「設備を完全に撤去する」という意。

※　既存設備を残す場合は、FAXでの申請となる。「①受領・受付時」および「②手続き完了時」にFAX返信を依頼をすること。

　　　FAXの送付先は、岡山統括セールスセンター（ＴＥＬ：086-222-8933、ＦＡＸ：086-222-8956）

総務事務集中課
(総務・旅費GR)

道路課
（総務・管理ＧＲ）

事務所
工事受注者

電力会社
（中国電力(株)）

①工事発注
①工事請負契約

の締結
特記仕様書

②電気契約手続き

の準備を指示

③現地調査、

廃止内容の作成

打合簿

(位置図等)

③廃止内容（案）

の提出

④廃止内容（案）

の審査

⑥電気契約廃止手

続きの指示

打合簿

(廃止内容（案）)

ＯＫ

⑦契約廃止申込

⑩切断工事

打合簿

(廃止内容)

⑪照明灯撤去工

事の実施

⑫工事完了

廃止希望日に

引込線撤去工事施工

⑬廃止関係書類

提出
・新増設工事申込（控）

・撤去した照明灯管理番

号、契約番号、お客さま

名

・照明灯撤去完了までの

手続き経過（受付番号を
含む）

・写真

⑬廃止関係書類

の受理

打合簿
(提出書類)

⑭道路照明灯台

帳（統合台帳シス

テム）の登録
・台帳削除は行わず、電

気契約が廃止されたこと

を登録

※

※「手続き経過チェックリスト」記載必要

「手続き経過チェックリスト」を用いて、

事務所内での情報共有、見える化を図ること

⑨廃止手続きの経

過、受付番号を報

告

⑨廃止手続きの経過、

受付番号を受理

打合簿
(経過、受付番号)※

※

登録内容との

整合性チェ ック

⑧受理
岡山統括ｾｰﾙｽｾﾝﾀー
TEL：086-222-8933

中国電力ネットワーク

日程変更の

場合は連絡

「全使撤」を選択し、申請

新増設工事システム（Web申請）※

日
程
変
更
の
場
合
は
連
絡

※

受付完了

メール

請求書に、

「○/○契約廃止」と記載あり

⑧審査完了・交

付の案内

中国電力ネットワーク

交付の案内（工事許可）
（システムからメール自動配信）

⑫竣工検査

新増設工事システム（竣工Web報告）

中国電力ネットワーク

中国電気保安協会
が申請通り引込等

の工事が完了してい

るか検査

竣工確認

中国電力 岡山統括ｾｰﾙｽｾﾝﾀｰ

新増設工事システムにて確認

⑯各月の請求書

の発行

⑯請求書の受

理・保管

⑯請求内容の確認
・請求されていないこと
を確認

郵送

各月の請求書(PDF)を

簡易共有フォルダに保存
⑯請求内容

の確認確認

⑯各月の請求書

の訂正

※
⑯請求書の

受理・転送

（請求内容等が間違っている場合、支払方法について協議）

（請求内容等が間違っている場合、修正協議）⑯確認結果

報告

⑤施行伺い

（様式１）

⑤施行伺い

決裁後、保管

《契約廃止》 
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道路照明灯毎に、事務所内の工事担当課と総務課とで情報を共有するため、電気料金契約手続きの見え
る化を図るため、「手続き経過チェックリスト」（別添）を作成し、活用すること。 

①工事等発注時における仕様書等への明示 
道路照明灯廃止等の工事で、照明灯撤去（一時的な撤去含む）を行う場合、工事担当課は、特記仕様
書に次のような文章を明示すること。 
「道路照明灯等の設置、撤去、移設工事を行う際に必要となる、電気の需給契約やその変更、廃止等の手
続きについては、工事受注者において確実に実施し、工事監督員に報告すること。」

②電気契約手続準備の指示 
工事担当課（工事監督員）は、工事打合簿
に所在地を記載し、位置図、図面及び道路照明
灯台帳を添付のうえ、電気契約廃止手続の準備
として、現地調査及び電気契約廃止に必要な事
項（照明灯管理番号や電柱番号など）の調査
を工事受注者へ指示すること。 

③現地調査結果の報告 
工事受注者は、現地調査結果を踏まえて電気
契約廃止に必要な事項を工事打合せ簿により工
事担当課（工事監督員）へ提出すること。 

④申込内容の審査 
工事担当課（工事監督員）は、電気契約廃止に必要な事項の審査を行う。 

⑤電力契約に関する施行伺い 
４－１ 新規契約の手順 ⑤と同じ 

⑥電気契約手続の指示 
工事担当課（工事監督員）は、工事受注者
に対し、工事打合せ簿により、電気契約廃止申請
等の手続を指示するとともに、工事完了時における
電気契約関係書類の提出と廃止手続経過の記
録を指示すること。 

発議者 □発注者 ■受注者

□指示 □協議 □通知 □承諾 ■提出 □報告 □届出

□その他 （ ）

工事名

（内容）

下記道路照明灯について、電気契約廃止に必要な事項を提出します。

・撤去所在地　：　小豆郡土庄町渕崎甲2079-5

管理番号　：　６－０１２３
引込電柱番号　：　○○○○

日

発議事項

県道○○線　道路照明灯撤去工事

工　事　打　合　簿
発議年月日 令和 年 月

発議者 ■発注者 □受注者

■指示 □協議 □通知 □承諾 □提出 □報告 □届出

□その他 （ ）

工事名

（内容）

下記道路照明灯の電気契約廃止手続きのための、現地調査及び電気契約廃止に必要な事項の
調査を指示します。

・撤去所在地　：　小豆郡土庄町渕崎甲2079-5

添付図　　　１　葉
その他添付図書　：　道路照明灯台帳

日

発議事項

県道○○線　道路照明灯撤去工事

発議年月日 令和 年 月

工　事　打　合　簿

発議者 ■発注者 □受注者

■指示 □協議 □通知 □承諾 □提出 □報告 □届出

□その他 （ ）

工事名

（内容）

下記道路照明灯の撤去工事及び電気契約の廃止手続きを指示します。

・管理番号　：　６－１２３４（所在地：小豆郡土庄町渕崎甲2079-5）
・ご契約番号　：　○○○○－○○○○○○○○－○
・お客さま名　：　小０２６－６－１２３４
・代表ご契約番号　：　4140-45181636-1

工事完了時に、新増設工事申込（控）、台帳登録情報、写真を提出すること。

日

発議事項

県道○○線　道路照明灯撤去工事

発議年月日 令和 年 月

工　事　打　合　簿
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⑦⑧⑨電気契約廃止申込～受付番号受理
工事受注者は、新増設工事システムにより電
力会社への電気契約申請（全使撤）を行うこ
と。 
なお、道路照明灯を撤去しない場合は、FAXで
の手続きとなる。FAX 送付の際には、「①受領・受
付時」および「②手続き完了時」に FAX 返信を依
頼すること。 
また、工事打合せ簿にて、手続き経過、受付完了メールの PDF データ（FAX の場合は、内容、FAX の送受
信履歴の分かる資料）を提出すること。 

⑩⑪⑫引込線切断・照明灯撤去工事の実施・工事完了
工事受注者は、中国電力の切断工事（廃止希望日に実施）を確認した後、照明灯撤去工事を実施するこ
と。 

⑬電気契約関係書類の提出・保管 
工事受注者は、電気契約廃止関係書類（撤
去道路照明灯管理番号、ご契約番号、お客さま
名、照明灯撤去までの手続き経過、新増設工事
申込（控）、写真）を工事担当課（工事監督
員）へ提出すること。 

⑭道路照明灯台帳（統合台帳システム）登録
工事担当課（工事監督員）は道路照明灯台帳（統合台帳システム）で、管理外のうち、「廃止（撤

去）」・「廃止（更新）」を選択し登録すること（台帳削除を行わないこと）。また、新増設工事申込（控）を
登録（写真用フォルダに保存）すること。 

⑯請求書発行と内容確認 
４－１ 新規契約の手順 ⑯と同じ 

※【要注意】中国電力（株）の場合、「契約内容のお知らせ」は送付されません。 

発議者 □発注者 ■受注者

□指示 □協議 □通知 □承諾 ■提出 □報告 □届出

□その他 （ ）

工事名

（内容）

・道路照明灯廃止の手続き経過および予定

○月○日（○）○○:○○ Web廃止申込【受付番号：○○○○○】
○月○日（○） 給電線切断工事実施予定（契約廃止）
○月○日（○） 道路照明灯撤去予定

その他添付図書　受付完了メール

日

発議事項

県道○○線　道路照明灯撤去工事

発議年月日 令和 年 月

工　事　打　合　簿

発議者 □発注者 ■受注者

□指示 □協議 □通知 □承諾 ■提出 □報告 □届出

□その他 （ ）

工事名

（内容）

下記道路照明灯の撤去工事及び電気契約が完了したため、関係書類を提出します。

・管理番号　：　６－１２３４（所在地：小豆郡土庄町渕崎甲2079-5）
・ご契約番号　：　○○○○－○○○○○○○○－○
・お客さま名　：　小０２６－６－１２３４
・代表ご契約番号　：　4140-45181636-1
・道路照明灯廃止の手続き経過
○月○日（○）○○:○○ Web廃止申込【受付番号：○○○○○】
○月○日（○） 給電線切断工事実施
○月○日（○） 道路照明灯撤去完了

その他添付図書　　新増設工事申込（控）、写真

工　事　打　合　簿
日

発議事項

県道○○線　道路照明灯撤去工事

発議年月日 令和 年 月
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4-４ 契約修正（市町への移管）の手順 

総務課 管理課 道路維持担当課

総務事務集中課
(総務・旅費GR)

道路課
（総務・管理ＧＲ）

事務所
市町

電力会社
（中国電力(株)）

①変更手続きの

依頼

②変更手続きの

依頼の受理

県の管理番号及び

契約番号の送付

⑥道路照明灯台

帳（統合台帳シス

テム）の登録
・管理外のうち、所管替

えを選択（台帳から削除

しない）

※「手続き経過チェックリスト」記載必要

「手続き経過チェックリスト」を用いて、

事務所内での情報共有、見える化を図ること

県道から市町道への移管手続き

契約修正の依頼

（FAX）

市町への移管決定日に

間に合うよう申請すること

①変更手続きの依頼文書

②変更手続きの完了報告文書

は、引継図書と一緒に保管

④変更手続きの

完了報告

⑤変更手続きの

完了報告の受理

※

合議

合議

市町の管理番号及び

契約番号、電気料金支払い開始日

の報告

FAXで受付報告 契約者切替日に

廃止・再使用の

手続きを行う

FAXで完了報告

③契約修正
岡山統括ｾｰﾙｽｾﾝﾀｰ

TEL086-222-8933

FAX086-222-8956

・受付時

・切替完了時

にFAX返信を依頼すること

※

移管元：「○/○契約廃止」

移管先：「○/○新規契約」

と記載される

登録内容との

整合性チェック

⑯各月の請求書

の発行

⑯請求書の受理・

保管

⑯請求内容の確認
・請求されていないこと

を確認

郵送

各月の請求書(PDF)を

簡易共有フォルダに保存
⑯請求内容

の確認確認

⑯各月の請求書

の訂正

※
⑯請求書の

受理・転送

（請求内容等が間違っている場合、支払方法について協議）

（請求内容等が間違っている場合、修正協議）⑯確認結果

報告
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道路照明灯毎に、事務所内の工事担当課と総務課とで情報を共有するため、電気料金契約手続きの見え
る化を図ることができる「手続き経過チェックリスト」（別添）を作成し、活用すること。 

①電気料金請求先の変更手続き（依頼） 
３－４ 契約修正（市町への移管）の手順 ①と同じ 

②③電気料金請求先の変更手続きの受理・契約修正 
３－４ 契約修正（市町への移管）の手順 ②③と同じ 

④⑤電気料金請求先の変更手続きの完了報告・受理
３－４ 契約修正（市町への移管）の手順 ④⑤と同じ 

⑥道路照明灯台帳（統合台帳システム）登録
３－４ 契約修正（市町への移管）の手順 ⑥と同じ 

⑯請求書発行と内容確認 
４－１ 新規契約の手順 ⑯と同じ 

※【要注意】中国電力（株）の場合、「契約のお知らせ」は送付されません。 
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５．お客さま名のつけ方
お客さま名の文字数については、以下のとおりです。
四国電力：全角１５文字（半角不可）
中国電力：全角２０文字（半角不可）

①お客さま番号：電力会社の定める電気料金請求番号
②お客さま名：香川県が定める契約名義

（管理番号とは一致しない。）
③供給地点特定番号：
電気の使用場所を特定するために使用場所単位に設
定されている 22桁の番号

道路照明灯のお客さま名は、下記のとおりとする。
・単独照明：事務所名※１路線番号－管理番号※２

・連続照明：事務所名※１路線番号－管理番号※３外○基
・トンネル等施設：事務所名※１－施設名
・情報板：事務所名※１－管理番号※４

なお、全ての文字（空白、ハイフンも含めて）は全角とする。

※１ 事務所名：「長」、「高」、「中」、「西」、「小」から選択
※２ 管理番号：（事務所番号）－（通し番号（４桁））

１ 長尾土木
２ 高松土木
３、４ 中讃土木 （３：旧坂出土木管内、４：旧善通寺土木管内）
５ 西讃土木
６ 小豆総合

※３ 連続照明の管理番号：管理番号のうち、最も若い番号を選択してお客さま名とする。
※４ 情報板（道路標識）の管理番号：

事務所番号※５－道路種別番号※６路線番号※７－標識柱番号－標識板番号
※５ 道路標識の事務所番号は、１：長尾、２：高松、３：中讃、５：西讃、６：小豆
※６ 道路種別番号：１ 高速自動車国道

２ 国道（指定区間）
３ 一般国道（指定区間外）
４ 主要地方道
５ 一般県道

※７ 路線番号：例 国道377号→３７７、徳島引田線→００１

高１９３－２－０４６７ 様 
①

②

③
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【参考例】
例１）単独照明の場合 ：高１９３－２－０４６７ 
例２）連続照明の場合  ：長００１－１－０００１外１７基 
例３）曼陀トンネルの場合 ：西－曼陀トンネル 
例４）国道 436 号の情報板の場合 ：小－６－３４３６－１２３－０１ 
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６．手続き経過チェックリスト
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７．道路照明灯台帳（統合台帳システム）の登録方法
□操作説明マニュアル、インポートマニュアル、照明灯エクセル入力マニュアル
・操作説明マニュアル（システム全体の操作説明マニュアル） 
図面表示領域で右クリックすると表示されるポップアップメニューから、「操作マニュアル」を選択します。 
施設情報の表示や検索、施設の登録や編集、印刷方法などが記載されています。 

・インポートマニュアル（Excel からデータをインポートする方法を示したマニュアル） 
図面表示領域で右クリックすると表示されるポップアップメニューから、「インポートマニュアル」を選択します。 
入力用のエクセルファイルの出力方法や、データが入力されたエクセルファイルから施設情報を登録する方
法などが記載されています。 

・照明灯エクセル入力マニュアル（照明灯の入力コード等を示したマニュアル） 
図面表示領域で右クリックすると表示されるポップアップメニューから、「道路施設（管理）」→「照明灯」
→「入力マニュアル」を選択します。 

□新規登録（操作説明マニュアル P39）
ポップアップメニューから、「図形編集」→「照明灯」を選択すると、図形編集ウィンドウが表示され、図形編
集モードに切り替わります。図形編集ウィンドウにて「作成」ボタンをクリックし、シンボルの原点位置でダブルクリ
ックすると、図形入力ダイアログが表示されます。 
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□管理番号の取得（操作説明マニュアル P40）
まず、電気契約手続きに必要な管理番号を取
得します。
管理番号を取得するには、土木事務所をリスト
より選択し、赤囲み部右端のボタンを押すと、既存
番号からの連番を取得することができます。
管理番号を取得後、「OK」ボタンをクリックする
と、新規シンボルが登録されます。「OK」ボタンをク
リックするまでは仮取得の状態であり、先に他の職員が同じ管理番号登録した場合、その番号を取得できなく
なるので、注意してください。

図形入力ダイアログ

図形編集ウィンドウ

シンボルの原点位置で
ダブルクリック 
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□インポート用エクセル様式の出力（インポートマニュアル P1～4）【事務所職員のみ利用可】
インポートマニュアルに沿って、管理番号を取得した照明灯のインポート用のエクセル様式を出力します。こ
のデータを工事受注者に送付し、必要項目を入力してもらってください。 
工事受注者から提出されたデータについては、電気使用申込書等の資料と整合が取れているか、必ず確
認してください。 

□添付資料の入力（インポートマニュアル P8～9）【事務所職員のみ利用可】
写真等の添付資料をインポートマニュアルに沿って準備します。 

□インポート用エクセル様式データの取込（インポートマニュアル P10～14）【事務所職員のみ利用可】
照明灯設置後、インポートマニュアルに沿って、データを統合台帳に取り込みます。取り込んだデータは、
「検査データ」として取り込まれます。統合台帳に反映するためには、「検査データ」を「実データ」に取り込む作
業が必要です。 

□検査用データの取込（インポートマニュアル P17～18）【事務所職員のみ利用可】
インポートマニュアルに沿って、「検査データ」を「実データ」に取り込みます。この作業により、取り込んだデー
タが統合台帳に反映されます。 

□※照明灯設置後、図形入力ダイアログにデータを直接入力する場合（照明灯エクセル入力マニュアル参照）
データを直接入力する場合は、照明灯設置後、工事受注者から台帳登録情報を入手し、「照明灯エク
セル入力マニュアル」を参照しながら、データを入力してください。 
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・基本項目、概要①を入力                ・概要②を入力

・写真データを登録                     ・資料を登録 
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□「所管替え」などにより管理外になった場合（操作説明マニュアル P23）
移管や撤去など、県管理対象外となった場合は、削除ではなく、「施設管理区分」を変更してください。プ
ルダウンリストより管理区分（１～３）を選択します。また、移管の場合には、移管情報を登録してください。 
０：県管理、１：廃止（撤去）、２：廃止（更新）、３：所管替え 
削除は、間違って図形を登録した場合のみ使用してください。
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☆．改定履歴
令和５年３月 道路照明灯契約事務マニュアル（案）の試行
令和６年７月 道路照明灯契約事務マニュアル（案）の一部改定 

☆．関係連絡先一覧 
香川県土木部道路課 保全グループ（内 4183、直通 087-832-3533） 

総務・管理グループ（内 4177、直通 087-832-3526） 
香川県総務部総務事務集中課 総務・旅費グループ（内 5947、直通 087-832-3810） 
四国電力（株） 
電気料金・契約等に関する窓口 https://www.yonden.co.jp/contact/kagawa/index.html
管轄営業所 担当地域 問合せ先 

香川支店 
高松市(国分寺町を除く)、三木町、東かがわ市、 
さぬき市 

0120-410-761  087-864-3700 

観音寺営業所 観音寺市、三豊市 0120-410-768  0875-25-1110 

中讃営業所 
丸亀市(全域)、善通寺市、琴平町、多度津町、 
まんのう町、坂出市、高松市(国分寺町)、 
宇多津町、綾川町

0120-410-763  0877-22-5111 

四国電力送配電（株） 
停電・電柱・電線に関する窓口 https://www.yonden.co.jp/nw/contact/kagawa.html
支社・事業所名 担当地域 問合せ先 
高松支社 高松市(国分寺町を除く)、三木町 0120-410-805  087-864-3730 
東かがわ事業所 東かがわ市、さぬき市 0120-410-807  0879-25-2173 
観音寺事業所 観音寺市、三豊市 0120-410-860  0875-25-1820 

丸亀事業所
丸亀市(綾歌町、飯山町を除く)、善通寺市、 
琴平町、多度津町、まんのう町 

0120-410-857  0877-22-5129 

坂出事業所 
坂出市、高松市(国分寺町)、丸亀市(綾歌町、 
飯山町)、宇多津町、綾川町

0120-410-844  0877-22-5116 

中国電力（株） 
電気の契約・料金に関する窓口 https://www.energia.co.jp/office/add-sales.html

事業所名 担当地域 問合せ先 
岡山統括セールスセンター 香川県香川郡直島町 0120-411-669 
小豆島ネットワークセンター 香川県小豆郡小豆島町・土庄町 0120-414-073 

中国電力ネットワーク（株） 
停電，電柱・電線等の電力設備などに関する窓口 https://www.energia.co.jp/nw/company/office/freedial/

事業所名 担当地域 問合せ先 
岡山ネットワークセンター 香川県香川郡直島町 0120-411-353 
小豆島ネットワークセンター 香川県小豆郡小豆島町・土庄町 0120-414-267 


